
学修に関する規程
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 名古屋短期大学保育科 実習細則 
 

 
第１章 総則 

 
第１条（目的） 
この細則は、名古屋短期大学履修規程第 12条に定める教育職員免許状取得および第 13条に定める
保育士資格取得に関する実習のうち、名古屋短期大学保育科（以下、保育科とする）における実習

およびそれに関わる実習生指導に関する事柄について、その運用の細則を定めることを目的とす

る。 
 

第２条（実習に対する保育科の基本的姿勢） 
  保育科はすべての実習において、実習先の園や施設に所属する子どもの最善の利益を尊重するもの 
とする。また実習に際しては、各実習先への過度の負担を避け、かつ実習生が最大限の学びを得る 
ことができるように尽力するものとする。 

 
 

第２章 実習の種類および実習生 
 
第３条（実習の種類） 
  保育科における実習は次の通りとする。 

（１）教育実習（教育職員免許状取得に関わる実習） 
実習の名称 実習を実施する時期 実習の日数 

教育実習Ⅰ（付属幼稚園） １年次 ５日間 
教育実習Ⅱ（幼稚園） ２年次（後期） ３週間 

 
（２）保育実習（保育士資格取得に関わる実習） 

実習の名称 実習を実施する時期 実習の日数 
保育実習Ⅰ（児童福祉施設等） １年次課程修了後 おおむね 10日間 
保育実習Ⅰ（保育所） ２年次（前期） ２週間 

保育実習Ⅱ ２年次（後期） ２週間 
 
２ 前項に定める実習は、原則として各年度の大学暦に示された時期に実施する。それ以外の時期の 
実習については実習園・施設および実習委員会による許可を必要とする。 

 
第４条（実習生） 

 実習生は、保育科の学生および科目等履修生のいずれかとする（以下、まとめて実習生とする）。

科目等履修生の取り扱いについては、名古屋短期大学科目等履修生規程に拠るものとする。 
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第３章 事前・事後指導 

 
第５条（実習における事前・事後指導の位置付け） 
保育科における実習の事前・事後指導は、実習における基礎的な準備や心構えをする場であると同 
時に、２年間にわたる実習の成果を継続的に積み上げることを目的としている。したがって、実習 
の実施を希望する者は各実習に対応した事前・事後指導を受けなければならない。 

 
第６条（各実習に対応する事前・事後指導） 

 保育科の各実習に対応する事前・事後指導は、正課の授業として実施するほか、必要に応じて個別 
 の指導等も実施する。各実習に対応する事前・事後指導の正課授業は次の通りとする。 

実習の名称 対応する事前・事後指導 
教育実習Ⅰ（付属幼稚園） 教育実習Ⅰ（事前・事後指導） 
教育実習Ⅱ（幼稚園） 教育実習Ⅱ（事前・事後指導） 

保育実習Ⅰ（児童福祉施設等） 保育実習ⅠA（事前・事後指導） 
保育実習Ⅰ（保育所） 保育実習ⅠB（事前・事後指導） 

保育実習Ⅱ 保育実習Ⅱ（事前・事後指導） 
 

第７条（事前・事後指導の欠席） 
 全ての事前・事後指導の欠席は原則として認めない。やむを得ない事情がある場合は、別に定める 
「欠席届」を必ず事前に提出し、授業担当教員の許可を得ること。指導当日に病気等急な事情が発生 
した場合は速やかに学務部へ連絡し、後に欠席届を提出し、指示された課題を期日までに必ず提出 
するものとする。 

 
第８条（事前・事後指導における態度等不良への対応） 
保育科における事前・事後指導の重要性に鑑み、授業における態度等の不良や提出物の提出遅滞、

および前条に規定する欠席手続きの不遵守などが認められる実習生については、各事前・事後指導

を担当する教員が個別に面談・指導等を行う。その後も、態度等に改善が認められない場合、該当

する実習を許可しないことがある。 
 
 

第４章 実習を許可する条件等 
 
第９条（実習を許可する条件） 

 実習は、以下の要件を満たした場合に限り許可される。 
（１） 各実習に課される事前指導が完了していること 
（２） 各実習に必要な書類の提出が完了していること 
（３） 実習に支障が出るような健康上および生活上の問題がないこと 
（４） それ以前の実習および事前・事後指導における評価に問題がないこと 
（５） 教育実習Ⅰ（付属幼稚園）にかかわる単位が修得されていること   
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（６） 各実習で定める関連科目の単位認定状況に問題がないこと 
 ２ 教育実習Ⅰ（付属幼稚園）については、第１項に規定される要件のうち（１）～（３）が満たさ

れている場合に実習の実施が許可される。 

 ３ 保育実習Ⅱについては、第１項に規定される要件（１）～（６）に加えて、保育実習Ⅰ（児童福

祉施設等）および保育実習Ⅰ（保育所）の単位が修得されている場合に実習の実施が許可され

る。 

 ４ （６）については、別表１に示す科目及び単位未認定科目数に基づき単位認定状況を判断する。 

 ５ その他、実習の許可に関して、特別の判断を要する場合については、実習委員会で審議しこれを

決定する。 

 

第１０条（実習園・施設の決定、変更） 
  学外での実習における実習園・施設は、以下の点に留意した上で、実習委員会によって決定および 
変更される。 
（１） 実習園・施設における実習生の家族・親族等の勤務および通園・通所状況 
（２） 実習園・施設が実習生の居住地と同じ小学校区（一部同一市内）にあるか否か 
（３） 通所実習における通勤時間 
（４） その他、実習生の健康状態等 

２ 住所もしくは帰省地を県外に置く実習生のうち、住所もしくは帰省地での実習を希望する者につ 
いては、実習生自身で実習園・施設を探し、学務部に申し出て必要な手続きを取る必要がある。 

 
第１１条（実習を欠勤した場合の取扱い） 
実習は決められた期間に所定の時間数行うことを原則とする。怪我や疾病など、やむを得ない事由 
で実習を欠勤した場合については、直ちに所定の手続きを取らなければならない。 

２ 実習園・施設に申し出て許可が出た場合にのみ、当該園・施設において欠席した日時分の実習を補 
充することができる。補充実習時の保育科の授業は欠席としてこれを扱うものとする。当該園・施 
設において実習の補充が許可されない場合の対応については、実習委員会で協議しこれを決定する。 

 
第１２条（実習の延期、取り止め、辞退） 

 実習の延期、取り止め、辞退とはそれぞれ次の事を指す。 
（１）実習の延期 

   実習の延期とは、当該実習の開始前に、怪我や疾病などの要因により、予定されていた期間に 
実習を実施しないことを指す。実習生本人からの申し出を実習委員会で確認し、その結果を実 
習生本人および保証人に通知するものとする。 
なお、延期事由が解消され、実習生から実習実施の希望があった場合、実習委員会は実習の実

施時期や、実習園・施設についてこれを決定し、その結果を実習生本人に通知するものとす

る。 
（２）実習の取り止め 

   実習の取り止めとは、当該実習の開始前に、主に本細則９条に規定される要件を満たさない 
   等の理由により実習を許可するに至らず、予定されていた期間に実習を実施しないことを指

す。実習委員会の協議を経て決定し、その結果を実習生本人および保証人に通知するものとす
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る。 
（３）実習の辞退 

   実習の辞退とは、当該実習の開始前に実習生本人からの希望により、実習を行わないことを指 
す。実習の辞退を希望する実習生は、別に定める「実習辞退届」を学務部に提出しなければな 
らない。実習辞退届は、原則として各実習において定められた期限までに提出する必要があ

る。期限は次の通りとする。 
 

各実習における「実習辞退届」の提出期限 
実実習習のの名名称称  期期限限  

保育実習Ⅰ（児童福祉施設等） 実習開始日の 1ヶ月前まで 
保育実習Ⅰ（保育所）・保育実習Ⅱ 実習開始日の 1ヶ月前まで 

教育実習Ⅱ 7月末まで 
 
  実習委員会は提出された実習辞退届の内容を確認し、その結果を実習生本人および保証人に通知す

るものとする。 
 
２ 前項に定めた日までに実習辞退届を提出せずに実習を辞退する場合は、すでに当該実習が開始して

いる状態と同等にこれを扱うものとし、実習の再開や補充は認められない。 
 
第１３条（実習の停止、中止） 

 実習の停止、中止とはそれぞれ次の事を指す。 
（１）実習の停止 
  実習の停止とは、すでに当該実習が開始している状態において、疾病や怪我などやむを得ない 
事由により、相当の期間実習を行わないことを指す。実習委員会の議を経てこれを決定し、学 
生本人および保証人に通知するとともに、併せて実習園・施設に連絡するものとする。 
停止事由が解消され、実習園・施設の許可が出た場合にのみ実習が再開され、また停止してい 
た期間分を補充することができる。実習園・施設において実習の補充が許可されない場合は、 
実習委員会で協議し決定する。 
なお、補充実習時の授業は欠席としてこれを扱うものとする。 

（２）実習の中止 
    実習の中止とは、すでに当該実習が開始している状態において、実習態度の不良などによりこ 

れを取り止めることを指す。実習委員会の協議を経て決定し、実習生本人および保証人に通知 
し、併せて実習園・施設に連絡するとともに記録等の書類の一切を回収するものとする。 
なお、中止の場合は停止と異なり再開や補充は認められない。 

 
第１４条（追実習、再実習） 

 第 13条に規定される「実習の停止」が発生した場合において、停止期間の長さ等により実習の再
開および補充が不可能であるとされた場合には、追実習を行うことができる。追実習を希望する実

習生は別に定める「追実習願」を学務部に提出しなければならない。実習委員会は当該追実習の可

否について協議し、その結果を実習生本人及び保証人に通知するものとする。 
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 なお、追実習時の保育科の授業は欠席としてこれを扱うものとする。 
２ 第 12条に規定される「実習の取り止め」および第 13条に規定される「実習の中止」、および実習

単位の修得に対して「不可」の判定が出た場合には、再実習を行うことができる。再実習を希望す

る実習生は別に定める「再実習願」を学務部に提出しなければならない。実習委員会は当該再実習

の可否について協議し、その結果を実習生本人および保証人に通知するものとする。 
なお、すべての再実習に際しては、原則として当該実習の事前指導をもう一度初めから履修し、こ

れを完了しなければならない。 
なお、再実習時の授業は欠席としてこれを扱うものとする。 

３ 前項に定める再実習は、科目等履修生についてこれを認めない。 
 

第１５条（成績評価、成績開示、成績の照会） 
成績は、実習園・施設によって作成された実習評価票と、学内課題の成績等をあわせて各実習の事 
前・事後授業担当教員が協議し、総合的に評価する。 

２ 実習後、適切な時期に実習評価票に記載された成績の開示を、主として各実習の事前・事後指導担 
当教員が行い、併せてその結果について指導する。 

３ 実習の事前・事後指導および実習の成績についての照会は、名古屋短期大学成績取扱要領に定める 
ものに拠る。 

  
 

第５章 その他 
 

第１６条（実習に関する事項の決定） 
  保育科の実習に関する事項はすべて、原則として実習委員会の議を経た上で決定される。なお、必

要に応じて、名古屋短期大学教務委員会、名古屋短期大学教授会、名古屋短期大学学長の承認を得

るものとする。 
 
 

附則 
 
 この細則は 2020年４月１日より施行する。 
 令和 4年 1月 11日一部改正、第９条の 1の（６）は、令和 5年度入学者から適用する。 
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保育実習Ⅰ（児童福祉施設等）：１年生前期まで（対象科目数１４）  
以下の科目のうち３科目以上が「単位未認定」の場合、実習参加不可 
卒業必修科目 保育士資格必修科目 
外国語の内１科目、日

本語表現、保育基礎演

習Ⅰ 

スポーツ健康論、保育原理、教育原理、子ども家庭福祉、社会的養護Ⅰ、

保育者論、保育の心理学、特別支援教育論、子どもの保健、保育の音楽Ⅰ、

子どもと造形表現Ⅰ 
 
保育実習Ⅰ（保育所）：１年生後期まで、前期再履修中は除外（対象科目数２４） 
以下の科目のうち３科目以上が「単位未認定」の場合、実習参加不可 
卒業必修科目 保育士資格必修科目 
外国語の内２科目、日

本語表現、保育基礎演

習Ⅰ、保育基礎演習Ⅱ 

（１年前期） 
スポーツ健康論、保育原理、教育原理、子ども家庭福祉、社会的養護Ⅰ、

保育者論、保育の心理学、特別支援教育論、子どもの保健、保育の音楽Ⅰ、

子どもと造形表現Ⅰ 
（１年後期） 
スポーツ、子ども家庭支援論、社会的養護Ⅱ、幼児理解の理論と方法、保

育内容総論、保育の音楽Ⅱ、乳児保育Ⅰ、子どもの健康と安全 
 
教育実習Ⅱ：１年生後期まで、前期再履修中は除外（対象科目数１６） 
以下の科目のうち３科目以上が「単位未認定」の場合、実習参加不可 
卒業必修科目 幼稚園教諭 2種免許状必修科目 
外国語の内２科目、日

本語表現、保育原理、

保育基礎演習Ⅰ、保育

基礎演習Ⅱ 

（１年前期） 
スポーツ健康論、情報処理演習、日本国憲法、教育原理、保育者論、保育

の心理学、特別支援教育論 
（１年後期） 
スポーツ、幼児理解の理論と方法、保育内容総論 

 
保育実習Ⅱ：２年生前期まで、後期再履修中は除外（対象科目数３５） 
以下の科目のうち３科目以上が「単位未認定」の場合、実習参加不可 
卒業必修科目 保育士資格必修科目 
外国語の内２科目、日

本語表現、保育基礎演

習Ⅰ、保育基礎演習

Ⅱ、保育実践演習Ⅰ 

（１年前期） 
スポーツ健康論、保育原理、教育原理、子ども家庭福祉、社会的養護Ⅰ、

保育者論、保育の心理学、特別支援教育論、子どもの保健、保育の音楽Ⅰ、

子どもと造形表現Ⅰ 
（１年後期） 
スポーツ、子ども家庭支援論、社会的養護Ⅱ、幼児理解の理論と方法、保

育内容総論、保育の音楽Ⅱ、乳児保育Ⅰ、子どもの健康と安全 
（２年前期） 
社会福祉、子ども家庭支援の心理学、保育カリキュラム論、保育内容指導

法「生活と言葉」、保育内容指導法「生活と表現」、子どもと健康Ⅰ、子ど

もと言葉、子どもと表現、乳児保育Ⅱ、障害児保育 
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教育実習・保育実習について
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